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 ⽇本コンクリート⼯業株式会社（以下「当社」といいます。）は、2026 年 5 ⽉ 22 ⽇に、NC マネジメン
トサービス株式会社（以下「消滅会社」といいます。）との間で合併契約を締結し、2026 年 10 ⽉ 1 ⽇を
効⼒発⽣⽇として、当社を吸収合併存続会社、消滅会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下「本合
併」）を⾏うことを決定いたしました。 
 本合併に際し、会社法第 794 条１項及び会社法施⾏規則第 191 条、並びに会社法第 782 条第１項及び 
会社法施⾏規則第 182 条に基づき、下記のとおり事前開⽰いたします。 
 
(1) 本合併契約の内容   

2026 年 5 ⽉ 22 ⽇付合併契約書の内容は、別紙１のとおりです。  
 
(2) 対価及びその割当ての相当性に関する事項 

当社は、消滅会社の発⾏済株式の全部を保有していることから、本合併に際して、合併対価の交付を
⾏いません。  

 
(3) 新株予約権の承継の相当性に関する事項 

該当事項はありません。  
 
(4) 計算書類等に関する事項  
・吸収合併存続会社の計算書類等に関する事項 

当社の最終事業年度（2025 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2026 年 3 ⽉ 31 ⽇）に係る計算書類等は別紙２のとおりで
す。  

 
・吸収合併消滅会社の計算書類等に関する事項   

消滅会社の最終事業年度（2025 年 4 ⽉ 1 ⽇〜2026 年 3 ⽉ 31 ⽇）に係る計算書類等は別紙３のとお
りです。  

 



(5) 吸収合併存続会社⼜は吸収合併消滅会社において最終の事業年度末⽇後に⽣じた重要な財産の処分、
重⼤な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象

該当事項はありません。

(6) 吸収合併存続会社の債務の履⾏の⾒込みに関する事項
本合併の効⼒発⽣後における当社の資産の額は、負債の額を⼗分に上回ることが⾒込まれます。ま

た、本合併の効⼒発⽣⽇以後において、当社が負担すべき債務の履⾏に⽀障を及ぼすような事態は現
在のところ予測されておりませんので、本合併により当社の負担すべき債務についての履⾏⾒込みは
あるものと判断しております。

以上



別紙１







第 ９ ５ 期 事 業 報 告

２０２５年４月 １ 日から 

２０２６年３月３１日まで 

別紙２
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事 業 報 告 

 

  ２０２５年４月 １ 日 から 

  ２０２６年３月３１日 まで 
 
 
 
 

１ ． 企業集団の現況に関する事項  

 

（１）事業の経過およびその成果 

当期における経済環境は、雇用・所得環境の改善や政府の経済対策等により改善が一部

でみられるものの、原材料価格の高止まりに加え、国際情勢の緊迫化に伴う資材調達の不

安定化もあり、マクロ経済の先行きは依然として視界不良な状況で推移しました。 

また、当社グループを取り巻く事業環境におきましては、コンクリートパイルの全国需

要は低調であった前年同期と概ね横這いで推移し、コンクリートポールの全国出荷量は依

然として減少を続けるなど、厳しい市場環境が継続しました。 

 

このような状況のなか、当社グループにおいては、第 4 四半期に回復の傾向がみられた

ものの、生産・出荷量ともに厳しい競争環境のなかで依然として予断を許さない状況が継

続しました。当社グループとしましては、2024 年中期経営計画で定めた重点課題の販路拡

大や研究開発に取り組みつつ、一部の工場の休止、製造ライン集約やより需要のある事業

への転換等の生産体制の再整備を開始し、加えて政策保有株式の縮減に取り組んでまいり

ました。これらの結果、当期の売上高は 492億 33 百万円（前期比 6.5％減）、営業利益は 3

億 22 百万円（前期比 67.4％減）、経常利益は 12 億 83 百万円（前期比 11.6％減）、親会社

株主に帰属する当期純利益は 6 億 84 百万円（前年同期は 2億 9 百万円の親会社に帰属する

当期純損失）となりました。 

 

各セグメントにおける概況は次のとおりであります。 

 

① 基礎事業 

コンクリートパイル全国需要が低調であった前年同期と概ね横這いで推移するなか、当

社グループにおいては下期に受注・売上面で盛り返したものの、大型案件の受注に苦戦し

た影響や案件の期ズレ等から、売上高は 220 億 13 百万円（前期比 9.1％減）となりました。  

損益面では、売上高の減少および生産子会社の収支悪化等により、1 億 90 百万円のセグ

メント損失（前年同期は 1 億 17 百万円のセグメント利益）となりました。 

 

② コンクリート二次製品事業 

当事業のうち、ポール関連事業につきましては、コンクリートポールの全国出荷量が前

期比で減少するなか、当社グループの生産・出荷量も減少したものの、適正価格の浸透が

進み、携帯電話基地局向けポール出荷も徐々に再開しはじめたことから、売上高は 147 億

59 百万円（前期比 3.4％増）となりました。 

土木製品事業につきましては、建築材料を生産・販売するグループ会社が売上を伸ばし、

PC-壁体等の土木製品の販売・施工も順調に推移したものの、リニア中央新幹線向けＲＣセ

グメントの検収が想定より遅れており、売上高は 121 億 47 百万円（前期比 12.3％減）とな

りました。  

これらの結果、コンクリート二次製品事業の売上高は 269 億 6 百万円（前期比 4.3％減）

となりました。損益面では、柱や梁等の建築材料や PC-壁体等土木製品の利益は増加したも

のの、コンクリートポールの生産量が減少したことにより、22億 20 百万円のセグメント利

益（前期比 5.5％減）となりました。 

 

③ 不動産・太陽光発電事業 
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安定的な賃貸料収入の計上、発電・売電を行っており、売上高は 3億 13 百万円（前期比

2.0％増）、セグメント利益は１億 85 百万円（前期比 2.4％減）となりました。 

（２）設備投資等の状況

当期の設備投資額は 26 億 22 百万円であり、その主なものとしましては、基礎事業に

おけるパイル生産設備および杭打工事設備等 9 億 21 百万円、コンクリート二次製品事

業におけるポール・プレキャスト製品の生産設備 14 億 84 百万円等であります。 

（３）資金調達の状況

株式会社みずほ銀行をアレンジャーとするコミットメントライン契約を、極度額 50

億円で更改いたしました。また、コミットメントライン契約とともに、Mizuho Eco

Finance 契約を同時に締結しております。

（４）対処すべき課題

今後の見通しにつきまして、足元は国際情勢の緊迫化等にともなうサプライチェーンの

混乱やエネルギー・原材料価格の上昇に加えて人件費の上昇や建設工事における着工遅

延・工期延長、物流問題等のリスクは依然としてあり、当社グループにとっては引き続き

厳しい経営環境が継続するものと予想されます。また、中東情勢の動向によっては、資材

調達や生産活動に加えて案件着工にも大きな影響が生じるリスクも存在しております。 

一方で、中長期的には、激甚化・頻発化する自然災害への備え（防災・減災、災害復旧）

に貢献する当社独自製品・工法のほか、建設業の就業者減少や時間外労働規制への課題解

決としての生産性向上・省人化に資する高品質なプレキャストコンクリート製品に高い期

待が持たれております。また、カーボンニュートラルの観点からも当社開発のＣＯ２固定

化・利活用技術（ＣＣＵＳ）、グリーン製品（低炭素型コンクリート）へ引き続き高い関心

を受け、採用実績も増えております。また、国土強靭化政策の推進や老朽インフラ更新な

ど、持続的成長の機会は多数あるものと考えております。 

2024 年中期経営計画にて設定した 2026 年度目標は、事業環境の大きな変化を受け前期ま

で苦戦した影響もあり達成困難と認識しておりますが、受注確保や大型案件の生産・施工

対応により売上高を拡大し、すでに着手している事業転換や製造ライン集約等の生産体制

再整備を次の段階へ着実に進め、加えてＩＴ・ＡＩを活用した生産性向上と新たな商品開

発への取り組みを加速させることにより業績を回復させ、再び成長路線に回帰するよう取

り組んでまいる所存であります。なお、政策保有株式売却は計画通り進んでおり、得られ

た資金は成長投資や株主還元等に有効活用してまいります。 

今後も社会インフラ強靭化の一翼を担い、環境負荷を低減させる技術と商品群を提供す

ることで社会に貢献してまいります。また、当社グループのシナジーを発揮し更なる成長

を実現すべく努めるとともに、コーポレートガバナンスおよびサステナビリティへの取り

組みを強化し、ステークホルダーみなさまのご期待に応えるべく持続的成長を実現し、企

業価値の向上を目指してまいります。 

（５）財産および損益の状況

期  
項目 

第９２期 

２０２２年度 

第９３期 
２０２３年度 

第９４期 
２０２４年度 

第９５期 
２０２５年度 

売 上 高  52,986 53,650 52,652 49,233 

経 常 利 益 97 2,242 1,452 1,283 

親 会 社 株 主 に 帰 属 

する当期純利益(△は損失)
△439 614 △209 684 
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1 株当たり当期純利益(△は損失) △8.07 11.31 △3.86 12.59 

総 資 産 77,063  81,995  77,282 87,692 

純 資 産 37,658 40,395 39,985 48,447 

 (注) 1 株当たり当期純利益は、自己株式控除後の期中平均株式数に基づき算出しております。 

（６）重要な子会社の状況

会   社   名 所在地 資本金  
（ 百 万 円 ）

出資比率
（ ％ ）

主 要 な 事 業 内 容

製造会社 

Ｎ Ｃ 日 混 工 業 株 式 会 社 東 京 都 港 区 80   92.13 
ポール・パイル部分品の製

造・販売 

ＮＣ東日本コンクリート工業株式会社 茨城県筑西市 80   100.00 
ポール・パイル・プレキャ

スト製品の製造

ＮＣ中日本コンクリート工業株式会社 三重県鈴鹿市 20  100.00 ポールの製造 

ＮＣ関東パイル製造株式会社 茨城県古河市 100    100.00 パイルの製造 

ＮＣ西日本パイル製造株式会社 兵庫県高砂市 10    100.00 ポール・パイルの製造 

Ｎ Ｃ 九 州 株 式 会 社 福岡県直方市 90     71.00 ポール・パイルの製造

ＮＣ貝原パイル製造株式会社 岡山県倉敷市 60    100.00 パイルの製造

ＮＣ四国コンクリート工業株式会社 愛媛県西条市 10    100.00 ポール・パイルの製造 

ＮＣ中部パイル製造株式会社 三重県四日市市 30    100.00 パイルの製造 

ＮＣセグメント株式会社 群馬県邑楽郡 490    100.00 プレキャスト製品の製造 

Ｎ Ｃ 鋼 材 株 式 会 社 茨城県古河市  40    100.00 パイル用鋼材の加工 

製造販売会社 

Ｎ Ｃ プ レ コ ン 株 式 会 社 岡山県倉敷市 100     100.00 
プレキャスト製品の製造・販

売 

ＮＩＰＰＯＮ ＣＯＮＣＲＥＴＥ （Ｍｙａｎｍａｒ） Ｃｏ．，Ｌｔｄ. ミャンマー国ヤンゴン市

億ミャンマー

チャット

104
87.34 ポール・パイルの製造・販売 

北海道コンクリート工業株式会社 北海道札幌市 222   65.73 
ポール・パイル・プレキャス

ト製品の製造・販売および施

工

東 北 ポ ー ル 株 式 会 社 宮城県仙台市 236     85.43 
ポール・パイル・プレキャス

ト製品の製造・販売および施

工

施 工 会 社 

Ｎ Ｃ 工 基 株 式 会 社 東 京 都 港 区 72 100.00 基礎杭の施工 

フ リ ー 工 業 株 式 会 社 東京都台東区 100 74.91 
各種土木工事および建設資

材販売 

販売会社 ＮＣ貝原コンクリート株式会社 岡山県倉敷市 10   100.00 
パイル・プレキャスト製品の

販売・施工 

輸送会社 ＮＣロジスティックス株式会社 茨城県筑西市 10 70.00 ポール・パイル等の運送 

資産管理会社  ＮＣマネジメントサービス株式会社 東 京 都 港 区 10   100.00 不動産の賃貸・管理 

(注 )特 定 完 全 子 会 社 に 該 当 す る 子 会 社 は あ り ま せ ん 。

（７）主要な事業内容

当社グループの主な事業は、コンクリート製品や環境製品の製造・販売および工事請負
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ならびにそれらに付帯関連する事業でありますが、主要な製品および工法は次のとおりで

あります。 

製 品 

コ ン ク リ ー ト ポ ー ル 

様々なニーズに対応したコンクリート柱（単柱、フラン

ジ式継柱、キャップオンポール（ＣＯＰ：施工が容易な

継柱）、ＮＣハイポール（長尺・高荷重柱）など）  

配電線路、通信線路、電車線路、防球ネット、照明、  

移動体通信アンテナ、防災無線、小型風力発電等の支持

物のほか、上記支持物の設計・施工や点検・補修等のメ

ンテナンス事業も行っております。  

コ ン ク リ ー ト パ イ ル 

様々な施工ニーズに対応した基礎杭  

･ＰＨＣパイル（ＯＮＡ、ＯＮＡ 105、ＯＮＡ 123）  

･ＰＲＣパイル（ＨｉＤｕｃ -ＣＰＲＣ、ＨｉＤｕｃ -Ｃ

ＰＲＣ 105）  

･ＳＣパイル（Ｈｉ -ＳＣ、Ｈｉ -ＳＣ 105、Ｈｉ -ＳＣ 123） 

･節杭（ＨＦ -ＯＮＡ 105、ＨＦ -ＯＮＡ 123、ＨＦ -Ｄｕｃ、

ＨＦ -Ｄｕｃ 105）  

･ＲＳＣ・ＲＳＣＰパイル（ハツリ部がＲＣ構造のＳＣ

パイル）  

･エスタス 105（ＳＣパイルとＰＨＣパイルを一体化させ

たパイル）  

・ＨＦ -ＨｉＡＸ 123 パイル（高軸力対応型節杭）  

･ＳＰＨＣ杭（鋼管巻きＰＨＣ杭）  

なお、ＰＨＣパイルには、外観形状が異なる節付杭、ＨＢパイル、

ＨＭパイルなどがあります。 

・地中熱利用ヒートポンプシステム 

Ｐ Ｃ － 壁 体 
高剛性な土留め構造物用等辺角型コンクリートパイル  

（仮設なしで自立式の擁壁や護岸を急速築造）  

コンクリートセグメント 
シールドトンネル用ＲＣセグメント、  

鋼枠中詰めセグメント  

プ レ キ ャ ス ト 

コ ン ク リ ー ト 

地中配電材（マンホール、ハンドホール）  

土木部材（親杭パネル、ＮＪ軽量高欄、 PCL 版）、  

建築部材（柱、梁、カーテンウォール、バルコニー）  

超 高 強 度 繊 維 補 強 

コンクリート（ＵＦＣ） 

主に水路、橋脚、トンネル等の補修、建物の耐震補強に

使用される耐久性、耐磨耗性、耐塩害性等に優れた超高

強度のコンクリート部材  

ポ ア セ ル 
気 泡 壁 が 部 分 的 に 破 泡 連 通 し て い る こ と で 高 い 吸 音 性

を発揮するセメント系の剛体多孔質吸音材  

エ コ タ ン カ ル 
コ ン ク リ ー ト 二 次 製 品 製 造 時 に 排 出 さ れ る 高 ア ル カ リ

廃 水 と ボ イ ラ ー 排 ガ ス 中 に 含 ま れ る 二 酸 化 炭 素 を 原 料

とする、環境にやさしい高品質な軽質炭酸カルシウム  

P A d e C S
パ デ ッ ク ス

 

 

廃水に含まれるリンや重金属の除去、酸性廃水の中和、

脱臭などの多用途機能を有した、コンクリート二次製品

製 造 時 に 発 生 す る コ ン ク リ ー ト ス ラ ッ ジ の リ サ イ ク ル

から生まれた環境浄化材  

 

デ コ メ ッ シ ュ 

コ ン ク リ ー ト 工 の 生 産 性 向 上 に 有 効 （ 工 期 短 縮 ・ 省 力

化・省人化・安全性向上が可能）であり、仮設型枠材を

使用せず、コンクリート構造物が簡単に構築できる、特

殊金網製の超軽量な埋設型枠  

パ ワ ー ス ラ ブ 

道路橋・水路蓋・水槽蓋などに使用される簡易なＰＣ床

版  

長さ・幅・荷重条件などに応じた自由度の高い製品設計

が可能  

工 法 

H yper
ハ イ パ ー

－ MEGA
メ ガ

工  法 
先 端 部 に 超 高 強 度 の 節 付 き 杭 を 用 い る プ レ ボ ー リ ン グ

系高支持力工法  

Hyper
ハ イ パ ー

－ストレート N T
エヌティー

工 法 

全 長 同 径 の ス ト レ ー ト 掘 削 で 標 準 型 既 製 コ ン ク リ ー ト

杭 を 使 用 す る シ ン プ ル な 工 程 の プ レ ボ ー リ ン グ 系 高 支

持力工法  
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H
ハイ

 ・ B
ビー

 ・ M
エム

 工  法 

ＨＢパイル（溝付き拡底杭）を使用し、球根部の軸力と

摩 擦 支 持 力 を 確 実 に 発 揮 す る プ レ ボ ー リ ン グ 系 高 支 持

力工法  

N A K S
ナ ッ ク ス

 工  法 

杭 の 中 空 部 に 挿 入 し た 特 殊 な ロ ッ ド に よ り 地 盤 を 掘 削

し、杭を自重または強制圧入力により沈設後、杭の先端

に拡大球根を築造する中掘り拡大根固め工法  

Hyper
ハ イ パ ー

－ NAKS
ナックス

Ⅱ  工  法 
従来の Hyper－ NAKS 工法をさらに進化させ、地盤支持力

をより大きくした中掘り系高支持力工法  

 工   法 

安 定 性 と 強 度 を 備 え た プ レ キ ャ ス ト コ ン ク リ ー ト パ ネ

ルで壁面を構築し、背面へは気泡混合軽量盛土材を充填

することにより、道路拡幅では斜面に耐久性の高い盛土

構造物を経済的に構築し、老朽化した橋梁では気泡混合

軽量盛土材にて埋設して、耐震補強・橋梁拡幅を経済的

に構築する工法  

 

 

（８）企業集団の主要な拠点等 

① 当社 

本        社 東京都港区芝浦四丁目 6番 14号 

支     店 

名古屋支店 名古屋市中村区 

大阪支店 大阪市西区 

広島支店 広島市中区 

四国支店 香川県高松市 

九州支店 福岡市博多区 

 

② 子会社 

前記の「（６）重要な子会社の状況」に記載のとおりです。 

 

 

（９）従業員の状況 

① 当社グループの従業員の状況 

 

 
当 期 末 従 業 員 数  前 期 末 比 増 減  

   1,351名 

   （418名） 

2名減 

（22名減） 

    (注 ) 1.従業員数は就業人員数であります。 

       2.従業員数欄の括弧書きは、臨時従業員の年間平均雇用人員数であり、外数です。 

       

            

② 当社の従業員の状況 

 

 
当 期 末 従 業 員 数  前 期 末 比 増 減  平 均 年 齢  平 均 勤 続 年 数  

375名 

（65名） 

14名増 

（-） 
43.6歳 11.8年 

    (注 ) 1.従業員数は就業人員数であります。 

       2.従業員数欄の括弧書きは、臨時従業員の年間平均雇用人員数であり、外数です。 

 

 

（１０）主要な借入先 

借     入     先  借 入 金 残 高（百万円） 

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 3,807   

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,830   
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農 林 中 央 金 庫  1,330   

三井住友信託銀行株式会社 1,170   

株 式 会 社 常 陽 銀 行 1,060   

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 1,050   

株 式 会 社 足 利 銀 行 1,010   

株 式 会 社 百 五 銀 行 500   

(注) 上記借入金残高の中に、下記銀行をエージェントとするシンジケートローンが含まれております。 

   株式会社三菱ＵＦＪ銀行    2,257 百万円 

   株式会社みずほ銀行        200 百万円 

 

 

２ ． 株式に関する事項  
 

（１）株式の状況 

① 発行可能株式総数  180,000,000株 

 

② 発行済株式の総数  57,777,432 株(自己株式 3,119,126株を含む。)  

 

③ 株主数       15,905名 

 

  ④ 大株主（上位 10名） 

株        主         名  持株数（千株） 持株比率（％） 

日 本 製 鉄 株 式 会 社 6,940 12.69 

みずほ信託銀行株式会社  退職給付信託 太平洋セメント口 

再 信 託 受 託 者  株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 
3,634 6.64 

日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 3,595 6.57 

日 コ ン 取 引 先 持 株 会 3,126 5.71 

日 本 電 設 工 業 株 式 会 社 2,008 3.67 

太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社 1,500 2.74 

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 1,000 1.82 

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 930 1.70 

株 式 会 社 和 田 商 店 836 1.52 

東 都 興 業 株 式 会 社 829 1.51 

(注) 1. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式 3,119,126 株を控除して計算、小数点第 3 位以下を切り捨てて

表示しております。 

2．役員報酬ＢＩＰ信託（135,686 株）および株式付与ＥＳＯＰ信託（105,668株）が保有する当社株式は、上記

自己株式には含めておりません。 

3. 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループより 2026 年 2 月 2 日付で提出された変更報告書によれば、株

式会社三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社の 3 社合

計で当社株式 2,776 千株（提出時点における持株比率 5.08％（自己株式を除く））を保有している旨が記載さ

れておりますが、当社としては当期末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況

には含めておりません。 
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（２）当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況 

該当事項はありません。 

 

 

（３）その他株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 

３ ． 新株予約権等に関する事項  

該当事項はありません。 

 

 

４ ． 会社役員に関する事項  

 

（１）取締役および監査役の氏名等 

地  位 氏  名 当社における担当および重要な兼職の状況 

代 表 取 締 役 社 長 塚 本  博 
取締役会議長、 

指名委員、報酬委員 

取 締 役 椙 田 宜 彦 NCマネジメントサービス株式会社代表取締役社長 

取 締 役 饗 場   潔  

取 締 役 小 寺   満  

取 締 役 角 柄 明 彦  

取 締 役 間 塚 道 義 指名委員長、報酬委員長 

取 締 役 松 本 武 徳 指名委員、報酬委員 

取 締 役 広 瀬 史 乃 

阿部・井窪・片山法律事務所パートナー、 

イノテック株式会社社外取締役、 

ASTI株式会社社外取締役、 

一般財団法人全日本野球協会常務理事、 

一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構監事、 

公益財団法人日本バスケットボール協会監事 

常任（常勤）監査役 菅 原  修 － 

監 査 役 安 藤 まこと 

指名委員、報酬委員 

公認会計士、響税理士法人代表社員、 

明治ホールディングス株式会社社外監査役、 

三井住友海上火災保険株式会社社外監査役 

監 査 役 伴  政 浩 太平洋セメント株式会社常務執行役員 

(注)   1. 当期中の取締役および監査役の異動は、次のとおりであります。なお異動日は 2025 年 6 月 27 日であ

ります。 

            退任 常任（常勤）監査役井上敏克氏は任期満了により退任しました。 

新任 常任（常勤）監査役菅原修氏 

2. 取締役間塚道義、同松本武徳、同広瀬史乃の 3 氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役で 

あります。 

3. 監査役安藤まこと、同伴政浩の両氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。 

4. 監査役菅原修氏は当社や当社工場における経理・総務・内部監査部門での長年の経験があり、財務お
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よび会計に関する相当程度の知見を有するものであります。 

5. 監査役安藤まこと氏は公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。 

6. 監査役伴政浩氏は長年にわたる経営管理部門での実務経験があり、財務および会計に関する相当程度

の知見を有するものであります。 

7. 取締役間塚道義、同松本武徳、同広瀬史乃、監査役安藤まことの 4 氏は、東京証券取引所の定めに基

づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 

8. 2026 年 4 月 1 日付で、次のとおり異動がありました。 

 

 氏  名 
当社における担当および重要な兼職の状況 

変更前 変更後 

 椙 田 宜 彦 
取締役、 

NCマネジメントサービス株式会社 

代表取締役社長 

代表取締役社長、取締役会議長 

 塚 本   博 
代表取締役社長、 

指名委員、報酬委員 

取締役会長、 

指名委員、報酬委員 

 

9. 当社は執行役員制度を導入しており、取締役を兼務する者（＊）も含めた執行役員は、次のとおりで

あります。なお、2026 年 4 月 1 日付で次のとおり異動がありました。 
 

 氏  名 
役位・担当・役職 

変更前 変更後 

＊ 椙 田 宜 彦 常務執行役員、経営管理責任者 

社長執行役員、 

経営全般の業務執行、 

営業統括本部長 

＊ 塚 本   博 

社長執行役員、 

経営全般の業務執行、 

営業統括本部長、 

土木・建材事業責任者、 

ＰＣ壁体事業責任者 

会長執行役員、 

社長支援、業界活動 

＊ 饗 場 潔 
常務執行役員、 

ポール関連事業責任者 
常務執行役員、 

ポール関連事業責任者 

＊ 小 寺   満 
執行役員、技術開発責任者、 

海外事業責任者 

常務執行役員、本部（経営管理）、 

DX推進、 

NCマネジメントサービス株式会社 

代表取締役社長 

 飯 島 剛 裕 営業（基礎事業、土木・建材事業） 
基礎事業責任者、 

工事営業責任者、土木・建材事業管理 

 大 野   豊 
本部（経営管理）、 

人事室長 

本部（経営管理）、 

人事室長 

 小 林 大 介 
営業（PC壁体事業）、 

PC壁体・擁壁事業部長 
営業（PC壁体事業） 

 薄 葉 信 一 
本部（技術開発）、 

環境・エネルギー事業責任者 

技術開発責任者、海外事業責任者、 

環境・エネルギー事業責任者 

 高 堂   満 生産管理責任者、生産管理室長 生産管理責任者、、生産管理室長 

 平 山 国 弘 営業（土木・建材事業） 
営業（土木・建材事業）、 

NCセグメント株式会社代表取締役社長 

 武 部 敦 士 営業（土木・建材事業） 
土木・建材事業責任者、 

営業（土木・建材事業） 

 酒 井 幸 司 営業（ポール関連事業） 
営業（ポール関連事業）、 

ポール営業管理部長 

 小 澤 亘 弘 （新任） 

生産管理（西日本）、 

NC西日本パイル製造株式会社 

代表取締役社長、 

NC貝原パイル製造株式会 

社代表取締役社長 

 金 子 健 一 （新任） 営業統括本部、 



9 

 

営業（基礎事業） 

 佐 藤   聡 （新任） 

生産管理、 

NC東日本コンクリート工業株式会社 

代表取締役社長 

＊ 角 柄 明 彦 
執行役員、基礎事業責任者、 

工事営業責任者 
（退任） 

 増 田 知 行 
営業（基礎事業（工事）） 

NC工基株式会社代表取締役社長 
（退任） 

 斉 藤 彰 宏  
本部（生産管理）、 

NC東日本コンクリート工業株式会社 

代表取締役社長 

（退任） 

 

 
（２）責任限定契約の内容の概要 

当社は社外取締役 3名および監査役 3名と会社法第 423条第 1項の賠償責任を限定する契

約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第 425 条第 1 項に定める額を

責任の限度としております。 

 

 
（３）役員等賠償責任保険契約の内容の概要 

当社は当社および当社の子会社の取締役、監査役、執行役員および重要な使用人を被保険

者として、会社法第 430 条の 3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間

で締結し、被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保

険契約上で定められた免責事由に該当する者を除く。）等を補填することとしております。な

お、役員等賠償責任保険契約の保険料は、すべての被保険者について全額を当社が負担して

おります。 

 

 
 （４）取締役および監査役の報酬等 

① 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針 

各取締役の報酬額は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、職位別の基本報酬

額に、一定の基準に基づき、会社業績等に応じた加減を行って算定しております。な

お、決定方針および具体的な個人別の報酬額は報酬委員会による原案を勘案し、取締

役会で決定しております。 

各監査役の報酬額は、株主総会で決定された報酬枠の範囲内で、監査役の協議によ

り決定しております。 

なお、方針の概要は次のとおりです。 

    Ⅰ．報酬委員会 

      当社は、監査役会設置会社体制のもと、取締役の報酬につきまして、公正性、

客観性および透明性を担保するために、取締役会の諮問機関として報酬委員会を

設置し、メンバーは独立社外取締役 2 名、独立社外監査役 1 名および社内取締役

1 名としております。報酬委員会の委員長は独立社外取締役が務めております。

また、報酬委員会は、当社の取締役報酬制度および取締役報酬額につきまして審

議し、取締役会に答申しております。 

    Ⅱ．取締役の報酬 

当社の取締役報酬は、現金報酬として基本報酬（月額報酬）および短期的な業

績向上を目的とした賞与ならびに自社株報酬として中長期的な業績向上を目的と

した信託を利用した株式付与制度で構成しており、社外取締役の報酬は基本報酬

のみとしております。なお、各報酬の具体的な個人別の報酬額は当社のモデル構

成割合を基に算定されます。業績連動報酬等の賞与につきましてはグループ会社

全体の収益力を示す各事業年度の連結営業利益を業績目標値とし役位ならびに業
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績目標値の目標達成度等に応じて算定されます。また、非金銭報酬等の信託を利

用した株式付与制度は、グループ会社全体としての中長期的目線の収益力を示す

連結経常利益および株主利益との連動性の観点から規模も含めた当社の市場価値

を示す時価総額の変動率を目標値として役位ならびに目標値の目標達成度等に応

じて算定され、交付する当社株式の上限を 200 千株（対象期間 3 事業年度）とし、

交付時期を当社の取締役の退任時としております。 

なお、当事業年度における業績連動報酬等（賞与）に係る額の基礎として選定

した指標の目標は 2026 年 3 月期連結営業利益 11 億円であり、その達成状況は 3

億 22 百万円の連結営業利益であります。     

 

Ⅲ．監査役の報酬 

      当社の監査役報酬は、基本報酬（月額報酬）のみとしております。 

 

  ② 取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議 

取締役の報酬限度額（基本報酬および賞与）は、年額 2 億 50 百万円であります（2006

年 6 月 29 日開催の第 75 回定時株主総会決議）。当該定時株主総会終結時点の取締役の

員数は 11 名（うち、社外取締役 2 名）です。この他に 2021 年 6 月 29 日開催の第 90

回定時株主総会において、信託期間（3 年間）毎に 1 億 20 百万円を上限とする金銭を

拠出し、信託期間中に選任され就任した取締役（社外取締役を除く）に対して業績連

動型株式報酬を支給することが決議されております。当該定時株主総会終結時点の取

締役（社外取締役を除く）の員数は 5 名です。 

監査役の報酬限度額（基本報酬のみ）は、年額 40 百万円であります（1988 年 6 月

29 日開催の第 57 回定時株主総会決議）。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は

3 名です。 

 

③ 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の額 

区 分 

基本報酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等 

総額 固定報酬 賞与 株式付与制度 

人員 報酬総額 人員 報酬総額 人員 報酬総額 

取締役 8 名 108,935 千円 5 名 27,105 千円 5 名 7,407 千円 143,448 千円 

（うち社外 

  取締役） 
( 3名) （18,616千円) (－) (－) (－) (－) (18,616 千円) 

監査役 4 名 28,306 千円 －  －  －  －  28,306 千円 

（うち社外 

  監査役） 
( 2名) （12,411千円) (－) (－) (－) (－) (12,411 千円) 

合 計 12 名 137,241 千円 5 名 27,105 千円 5 名 7,407 千円 171,754 千円 

(注) 1.取締役の報酬等には、使用人兼務取締役の使用人としての報酬は含まれておりません。 

2.社外役員が当社子会社から受けた役員報酬等はございません。 

3.業績連動報酬等（賞与）および非金銭報酬等(株式付与制度)は、当事業年度における引当金繰入額（純額）

を記載しております。 

4.取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、報酬委員会が原案について決定方針の整合性を含め多

角的な検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し決定方針に沿うものであると判断してお

ります。 

 

 

（５）取締役および監査役のトレーニング 

  当社の取締役・監査役に対し経営に必要な知識の習得および責務への理解を深めるため、

適宜外部の研修やセミナーを受講できる体制を取っております。特に社外役員に対して、

当社への理解を深めるために執行役員等による業務執行状況の報告や工場、工事現場見学

等を適宜実施し、教育・情報提供および意見交換を行っております。 
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（６）社外役員に関する事項 

① 重要な兼職先と当社との関係 

氏  名 兼職の状況 

広 瀬 史 乃 

（ 社 外 取 締 役 ） 

◇阿部・井窪・片山法律事務所パートナー 

  当社と阿部・井窪・片山法律事務所との間には重要な取引そ

の他関係はありません。 

◇イノテック株式会社社外取締役 

  当社とイノテック株式会社との間には重要な取引その他関

係はありません。 

◇ASTI 株式会社社外取締役 

  当社と ASTI 株式会社との間には重要な取引その他関係はあ

りません。 

◇一般財団法人全日本野球協会常務理事 

  当社と一般財団法人全日本野球協会との間には重要な取引

その他関係はありません。 

◇一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構監事 

  当社と一般財団法人日本アジア共同体文化協力機構との間

には重要な取引その他関係はありません。 

◇公益財団法人日本バスケットボール協会監事 

  当社と公益財団法人日本バスケットボール協会との間には

重要な取引その他関係はありません。 

安 藤 ま こ と 

（ 社 外 監 査 役 ） 

◇響税理士法人代表社員 

  当社と響税理士法人との間には重要な取引その他関係はあ

りません。 

◇明治ホールディングス株式会社社外監査役 

  当社と明治ホールディングス株式会社との間には重要な取

引その他関係はありません。 

◇三井住友海上火災保険株式会社社外監査役 

  当社は三井住友海上火災保険株式会社と損害保険等の取引

関係があります。 

伴   政  浩 

( 社 外 監 査 役 ) 

◇太平洋セメント株式会社常務執行役員 

  当社は太平洋セメント株式会社から、コンクリートポール・

パイル等の原材料の一部であるセメント等を仕入れておりま

す。なお、同社は当社発行済株式（自己株式を除く）の 9.39％

（退職給付信託口 3,634 千株を含む）を保有しております。 

 

② 主な活動状況および果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要 

氏  名 
出席会議および 

出席回数 

主な活動状況および 

果たすことが期待される役割に関して 

行った職務の概要 

間 塚 道 義 

（ 社 外 取 締 役 ） 

取締役会 

13 回/13 回 出席 

指名委員会 

  7 回/ 7回 出席 

報酬委員会 

4 回/ 4 回 出席 

当事業年度開催の取締役会、指名委員会お

よび報酬委員会全てに出席し、企業経営者と

しての豊富な経験と幅広い見識のもとで経

営の監督等に十分な役割を果たし、取締役会

の意思決定につきまして適切で様々な助

言・提言を適宜行っております。 

松  本  武  徳 

（ 社 外 取 締 役 ） 

取締役会 

13 回/13 回 出席 

指名委員会 

  7 回/ 7回 出席 

報酬委員会 

当事業年度開催の取締役会、指名委員会お

よび報酬委員会全てに出席し、公職および企

業経営者としての豊富な経験と幅広い見識

のもとで経営の監督等に十分な役割を果た

し、取締役会の意思決定につきまして適切で
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4 回/ 4 回 出席 様々な助言・提言を適宜行っております。 

広 瀬 史 乃 

（ 社 外 取 締 役 ） 

取締役会 

12 回/13 回 出席 

当事業年度開催の取締役会に出席し、主に

弁護士としての専門的見地からの経営に有

益な助言・提言を適宜行っております。 

安 藤 ま こ と 

（ 社 外 監 査 役 ） 

取締役会 

12 回/13 回 出席 

監査役会 

14 回/14 回 出席 

指名委員会 

  7 回/ 7回 出席 

報酬委員会 

4 回/ 4 回 出席 

当事業年度開催の取締役会、監査役会、指

名委員会および報酬委員会に出席し、主に公

認会計士としての専門的見地からの経営に

有益な助言・提言を行い、また適切な監査の

実施、監査意見の形成に有益な発言を適宜行

っております。 

伴   政  浩 

( 社 外 監 査 役 ) 

取締役会 

11 回/13 回 出席 

監査役会 

14 回/14 回 出席 

当事業年度開催の取締役会および監査役

会に出席し、大企業の経理部長としての経験

から培った深い識見で経営に有益な助言・提

言、適切な監査の実施、監査意見の形成に有

益な発言を適宜行っております。 
 （注）会議開催数は当事業年度内に開催された回数であります。 

       

      

 

５ ． 会 計 監 査 人 の 状 況  

 

（１）名  称  

東陽監査法人 

   

 

（２）当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 

当該事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 59,000千円 

当社および当社の子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の

合計額 
59,000千円 

     (注)1．当社と会計監査人との間の監査契約におきまして、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記金額はこれらの合計額を記載しております。  

 2．当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

監査計画における監査内容・監査時間および過年度の監査報酬の実績を確認し、報酬額の見積りの妥

当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第 399 条第 1 項の同意を行っております。 

 

 

（３）責任限定契約の内容の概要 

当社では、会計監査人との間で会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締

結できる旨を、定款で定めておりません。 

 

 

（４）会計監査人の解任または不再任の決定の方針 

監査役会は、会計監査人が会社法第 340 条第 1 項各号に定める項目に該当すると認め

られた場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、解

任後最初に招集される株主総会におきまして、監査役会が選定した監査役から、会計監

査人を解任した旨および解任理由を報告いたします。 

また、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められ

るなど、会計監査人として適当でないと判断される場合には、監査役会は、株主総会に

提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。 
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６ ． 会 社 の 体 制 お よ び 方 針  

 

（１）業務の適正を確保するための体制 

当社は、取締役会におきまして、内部統制システムの整備に関する基本方針につきま

して、次のとおり決議しております。 

 

① 当社および当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合

することを確保するための体制  

1)  当社は、コンプライアンス経営の重要性に鑑み、2000 年 4 月に「企業倫理規範」

を定めるとともに、2004 年 2 月にはコンプライアンス委員会を設置し、代表取締役

を委員長とするほか、当社の各部門長および日コングループ会社（財務諸表等規則

第 8 条第 3項の子会社をいい、以下「グループ会社」という。）社長をコンプライア

ンス責任者とする。 

2)  当社およびグループ会社（以下総称して「当社グループ」という。）は、コンプラ

イアンス経営を第一義とし、イントラネットの活用等により「企業倫理規範」を含

む「企業倫理ハンドブック」の周知徹底を図り、法令遵守と企業倫理に基づく行動

の実践に努めていく。 
3) 当社グループは、法令違反ないし不正行為による不祥事の防止および早期発見等

を図るため、内部通報制度（「日コングループ・ヘルプライン」）を導入し、通報の

ための専用窓口を社内・外に設置し、通報を理由として通報者に対し不利益な取り

扱いを禁止する。 

4)  当社グループは、グループ幹部会において適時にコンプライアンスに関する情報

を提供し、周知徹底を図る。 

5) 内部監査室は、日コングループ会社管理規定および監査規定に基づき、グループ

会社に対する内部監査を実施する。 

6)  当社グループは、反社会的勢力に対し、毅然とした態度で臨み、反社会的勢力と

の関係を遮断することを「企業倫理規準」および「企業行動規準」に定め、取締役、

使用人に遵守を徹底させる。 

7)  当社は、財務報告の信頼性を確保するため、内部統制評価委員会において、財務

報告に係る内部統制評価規定に基づき、その整備状況および運用の有効性を定期的

に評価し改善を図る。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、法令および社内規則（文書規定、稟議規定等）に則って保存、管理する。 

 

③ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

1)  当社グループは、グループ全体のリスク管理について、リスク管理規定に則って

管理・連絡体制を構築し、当社の各部門およびグループ会社の所管業務に付随する

リスク管理は、当社の各部門長およびグループ会社社長が行うこととする。 

2)  リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント委員会規定に基づき、当社グ

ループにおける重要リスクを特定・評価しその対応策を策定するとともに、各部門

およびグループ会社によるリスク管理のモニタリングを定期的に実施し、全社的な

リスクマネジメントを推進する。 

3) 当社グループにおいて重大な影響を及ぼすリスクが顕在化した場合は、社長直轄

の対策本部を当社に設置し、対応策を決定のうえ関係部門に実行を指示する。 

 

④ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制 

1) 当社は、定例取締役会を毎月 1 回開催することを基本とするとともに、臨時取締

役会を随時開催し、重要事項の決定および取締役の職務執行状況の監督を行う。 
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2) 当社は、取締役会の定めた基本方針に基づいて、重要な業務執行に関する計画お

よびその執行状況を審議・確認するため、常勤取締役、常勤監査役および執行役員

全員による経営会議を毎月 1 回開催するほか、臨時経営会議を随時開催し、取締役

会の機能強化および経営効率の向上を図る。

3) 当社グループの業務運営については、当社において中期経営計画および各年度予

算を策定し、全社的な目標を設定したうえで、グループ幹部会等を通じて、グルー

プ会社に対して経営方針の周知徹底を図る。当社の各部門およびグループ会社は、

これを受けて自部門およびグループ会社の目標達成のための施策を立案し実行する。 

なお、当社の経営会議において定期的にその進捗状況をレビューする。 

⑤ 当社および当社子会社における業務の適正を確保するための体制

1) 当社グループは、グループ会社の社長をコンプライアンス責任者とするとともに、

グループ幹部会等を通じて、「企業倫理規範」の周知徹底およびその実践を図ってい

く。

2) グループ会社の経営については、その独自性を活かしつつ、日コングループ会社

管理規定に基づき、経営成績、財務状況および事業方針、年度予算等に関する定期

的な報告を義務付けるとともに、重要事項については、日コングループ稟議手続要

領に基づき、当社の事前承認を得る。

なお、当社の子会社担当執行役員は当社の経営会議に子会社の状況を定期的に報

告する。 

⑥ 監査役の職務を補助する使用人および指示の実効性の確保について

内部監査室、経理部との連携で対応しており、現在、専任の補助使用人は置いていな

いが、求められた場合、専任の補助使用人を置くか、置く場合の人数等については常勤

監査役と協議のうえ決定する。 

なお、補助使用人を置いた場合、当該補助使用人は監査役の指揮命令に従うものとし、

異動、評価、懲戒処分は常勤監査役の同意を得て行う。 

⑦ 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人または

これらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役

への報告に関する体制等

1) 当社の取締役または使用人は、法定の事項に加え、経営状況の大きな変動、リス

クの顕在化等、当社および当社グループに重大な影響を及ぼす事項を速やかに監査

役会に報告する。

2) 常勤監査役は、業務の執行状況を把握するため、当社の取締役会、経営会議その

他重要な会議に出席する一方、重要な決裁書類である稟議書その他の文書を閲覧す

るとともに、当社グループの取締役および使用人に適宜報告を求める。

3) 内部監査室による当社グループの監査の結果ならびに被監査部門に対する指摘事

項の改善状況等については、常勤監査役に報告する。

4) 内部監査室は、日コングループ・ヘルプラインへの通報の結果について定期的に

当社の監査役に報告する。

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等

1) 代表取締役は、監査役会と意見交換を密に行う。

2) 内部監査室および経理部をして、監査役会および当社の会計監査人である監査法

人による監査との連携を図らせる。

3) 当社は、会社法第 388 条に基づく監査役からの費用等の請求に対する支払を実効

的に担保するため、監査役の職務の執行について生ずる費用等について、毎年一定

額の予算を設定する。

（２）業務の適正を確保するための体制の運用状況
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   当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下

のとおりです。 

 

① 当社および当社子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合

することを確保するための体制の運用状況 

   1) 当社グループは、コンプライアンス経営の重要性に鑑み、代表取締役を委員長とす

るコンプライアンス委員会を設置するなど、企業トップをコンプライアンス責任者と

している。また、グループ会社においても各社社長をコンプライアンス責任者とし、

当社グループ全体の会議体であるグループ幹部会（年 4回開催）内でのコンプライア

ンス情報の発信、また、下記ⅰ）からⅲ）の内容の周知徹底を行うことで、コンプラ

イアンス経営を浸透させている。 

     ⅰ）内部通報制度「日コングループ・ヘルプライン」 

     ⅱ）イントラネットの活用（企業倫理規範の掲示） 

     ⅲ）「企業倫理ハンドブック」ならびに携帯用「企業倫理規範」の全社員への配布 

2) コンプライアンス委員会を半年に 1 回定期的に開催し、当期は年 3 回開催した。 

   3) 内部監査室による規定および経営責任者の承認を受けた監査計画に基づくグルー

プ会社への内部監査を実施した。 

   4) 財務報告に係る内部統制評価規定に基づく整備状況および運用の有効性を評価・改

善するため、定例の内部統制評価委員会を年 3 回開催した。 

 

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制の運用状況 

   法令および社内規則に則り、主に下記の内容を保存・管理している。 

     ⅰ）取締役会議事録 

     ⅱ）稟議書 

 

 ③ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制の運用状況 

1) 当社グループは経営に影響を及ぼす多様なリスクが発生した場合に、その影響を

最小限とするための内容および対策方法などの危機管理に関する基本的事項につい

て「リスク管理規定」を制定し、緊急時の体制を整備している。 

2) すべての執行役員で構成するリスクマネジメント委員会において重要リスクを特

定、評価、その対応策を定め、当期は年 2 回開催した。 

 

  ④ 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため

の体制の運用状況 

   1) 当社取締役会は、取締役 8 名（うち社外取締役 3 名）で構成し、監査役 3 名（うち

社外監査役 2 名）も出席したうえで、当期は 13 回開催した。なお、各社外役員の出

席状況は前記の「4．会社役員に関する事項（6）社外役員に関する事項②」に記載の

とおり。 

   2) 常勤取締役および取締役会にて選任された執行役員 15 名で経営会議を構成し、常

勤監査役も出席したうえで、当期は 18 回開催した。 

   3) 上記のほか、外部コンサルタントによる「取締役会の実効性評価」を実施し、

実効性があることの確認や、前記の「4．会社役員に関する事項（5）取締役および

監査役のトレーニング」に記載の執行役員による業務執行状況の報告を適宜実施し、

社外役員の職務も効率的に行われる体制を構築している。 

     

⑤ 当社および当社子会社における業務の適正を確保するための体制の運用状況 

     前記の取締役会にて各執行役員より担当部門の執行状況を、経営会議にて各子会社担

当執行役員等より子会社の状況を定期的に報告した。 

 

⑥ 監査役の職務を補助する使用人および指示の実効性の確保についての運用状況 

     専任の補助使用人は置いていないが、内部監査室および経理部との連携により監査役
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の職務のフォローを行った。 

 

⑦ 当社の取締役および使用人ならびに当社子会社の取締役、監査役等および使用人または

これらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制その他の監査役

への報告に関する体制等の運用状況 

    1) 当社の監査役会は常任（常勤）監査役 1 名、社外監査役 2 名の計 3 名で構成し、当

期は 14 回開催した。なお、各社外監査役の出席状況は前記の「4．会社役員に関する

事項（6）社外役員に関する事項②」に記載のとおり。 

    2) 前記 1)の監査役会にて、常勤監査役は社外監査役に対し、経営会議および稟議書の

内容や子会社の監査状況を報告している。 

    3) 決算や重要な決定事項について必要に応じて担当取締役からの説明を受けた。 

    4) 内部監査室は定期的に常勤監査役との情報交換を行い、また、経営責任者の承認を

受けた監査計画に基づく内部監査の内容を、監査実施後速やかに常勤監査役へ報告し

ている。 

 

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制等の運用状況 

   1) 監査役会は、代表取締役および社外取締役との意見交換会を実施した。 

   2) 内部監査室および経理部の協力のもと、監査役会および会計監査人との連携を行っ

た。 

   3) 監査役が監査を行ううえで必要な費用については、監査役と協議し一定の予算を設

定した。 

 

 

（３）会社の支配に関する基本方針 

  当社は、株式会社の支配に関する基本方針を次のとおり定めております。 

 

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を

理解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上して

いくことを可能とする者である必要があると考えております。 

当社は、当社の支配権の移転をともなう買収提案がなされた場合、その判断は最終的

には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社株式につ

いて大量買付がなされた場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・

向上に資するものであれば、これを否定するものではありません。しかしながら、株式

の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明白な侵

害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の

取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役

会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の

提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、

大量買付の対象となる会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありま

せん。 

当社の企業価値の源泉は、①コンクリートポールのリーディングカンパニーとして長

年にわたり蓄積した、コンクリート製品や生産設備に関する総合的な技術力、製造・施

工技術やノウハウ、②上記①の技術力等により裏打ちされた、高品質の製品・施工の安

定的な供給力、③当社グループ及び当社の製造技術・施工技術の供与先で構成するＮＣ

グループにおいて構築された全国的な製造・販売のネットワーク、④仕入先・販売先を

はじめとするあらゆる取引先との間に長年にわたり築かれてきた強固な信頼関係、並び

に⑤上記①及び②の技術力を支え、向上させる経験、ノウハウを有する従業員の存在に

あると考えております。当社株式の買付けを行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理

解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひい

ては株主共同の利益は毀損されることになります。当社は、このような濫用的な買収に
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対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主

共同の利益を確保する必要があると考えております。 

 

② 当社の企業価値の源泉及び基本方針の実現に資する特別な取組み 

1) 当社の企業価値の源泉について 

当社は、1951 年に「ＮＣ式」鋼線コンクリートポールを発明して以来今日まで一

貫して、コンクリートという素材を事業のコアにし、確かな技術力維持と品質重視

の経営を行ってきたという自負があります。2018 年８月に創業 70 周年を迎えた当社

の歴史の中においてはコンクリートポールだけではなく、コンクリートパイル（基

礎杭）、当社オリジナル製品でありますＰＣ－壁体（土留め製品）及びプレキャスト

製品の弛まぬ研究開発に邁進してまいりました。その努力は鋼材１本をとっても他

社製品にはない強度を誇る材料を使用しながらその経済性は他社よりも高くなると

いう点に最も表れていると考えます。また、製品の開発だけではなく、コンクリー

トパイル等の施工についても、培ってきた経済性・技術的信頼性はもとより環境に

優しい低騒音・低振動・低排土工法の開発に注力しており、このような製品開発の

姿勢は取引先に対して高い信頼を得る一助となっております。 

当社は、経営理念である「コンクリートを通して、安心・安全で豊かな社会づく

りに貢献する」ことを使命とする企業として、長年にわたり国内の様々なインフラ

整備に携わることで蓄積されたこれらの技術・ノウハウや取引先との間に築かれた

強固な信頼を基盤として、高品質な製品を市場に供給し、社会・顧客のニーズに応

えることが、企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上につながるものと確信

しております。 

かかる当社の企業価値の源泉は、具体的には、以下の点にあると考えております。 

当社は、コンクリートポールの開発先駆者として現在に至るまで、使用鋼材の見

直しや美観に配慮した擬木ポール、長尺物運搬の法令順守のため、また顧客要望の

狭隘地対策として継ぎ手式ポールの開発など継続的な製品改良と製造技術の向上に

より、配電線路用ポール、通信線路用ポール及び電車線路用ポール等の高品質なポ

ールを広く社会に供給し続け顧客から高い評価を得ております。また、コンクリー

トパイルの分野におきましてもＮＣＳ－ＰＣパイルの開発に始まり高強度ＯＮＡパ

イル、さらには最近のＯＮＡ123 パイルに代表される超高強度パイルの開発等、常に

顧客の求めに応えるために改良を重ねるなど真摯に製品開発に取り組んでまいりま

した。一方、杭打ち工事を中心とした施工法においても、責任施工を基本に自社製

品を活かすための施工技術の開発にも積極的に取り組んでおります。中掘工法にお

ける先駆的工法であるＮＡＫＳ工法、施工精度、経済性を追求したＲＯＤＥＸ工法

等に加え、ＮＡＫＳ工法の性能をさらに高めたＨｙｐｅｒ－ＮＡＫＳⅡ工法や、施

工管理性能を高めたＨｙｐｅｒ－ストレート工法等の最先端の高支持力工法に至る

まで、地盤改良を含め、軟弱地盤などの様々な地盤に対応した施工法を提供し、杭

の継ぎ目部分の処理にも経済性を追求するなど社会・顧客のニーズに応えておりま

す。さらに、コンクリートパイルの製造技術を活かして、擁壁や護岸にスピーディ

な施工が可能となるＰＣ－壁体を開発するなど、当社はこれらの長年にわたる地道

な取組みにより蓄積したコンクリート二次製品に関する製造・施工技術及びノウハ

ウ、そして人的資源は、当社の企業価値を維持・向上させていくために、極めて重

要であると考えております。 

また、当社は、創業直後の 1953 年からコンクリートポールに関する製造技術を全

国９社の製造会社に無償供与し、この技術供与先を「ＮＣグループ」と名付けまし

た。これはＮＣブランドを全国へ普及させるとともに、国策として木製からコンク

リート製の電柱へと建て替えを行っていた国内のポール需要の増加に応えるため、

国内インフラ整備への対応を優先することとしました。以来、社会的貢献はもとよ

り、当社はこれらの会社と技術の発展、需要者の利益及び従業員の生活安定を目指

すというＮＣグループ共通の使命感のもと、技術交流を初め、人的、資本的交流を

含めた強固な関係を形成しており、国内におけるコンクリートポール分野において
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圧倒的なシェアと競争力を維持しております。また、ＮＣグループはその後の当社

が行った上記９社を含む 13社の製造会社へのコンクリートパイルの製造技術供与に

よって拡大し、製造及び供給面での強固な協力体制を構築しております。 

これらＮＣグループ各社との強固な関係の維持は、当社の企業価値を向上させる

うえで不可欠な存在となっております。 

上記の企業価値の源泉を十分理解し、長期的視点にたった継続的な経営資源の投

入や、独自技術の開発がこれらを着実に強化させていくことにつながり、ステーク

ホルダーからの信頼を高め、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上

につながるものと考えております。

2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保、向上のための取組みについて

当社は、70 年を超える歴史の中で培ってきた経営資源と果たすべき社会的使命を

勘案し、2024 年 5 月策定の「2024 年中期経営計画」において、中長期ビジョンを「未

来の社会生活基盤と地球環境を護る」とし、基本方針を「グループの変革と持続的

成長により新たな価値を創出し、持続可能な社会に貢献する」と定め、既存事業の

強化と土木・環境事業の伸長を通じて持続的成長による企業価値向上に取り組んで

おります。 

当社は、「コンクリートを通して、安心・安全で豊かな社会づくりに貢献する」と

いう経営理念に基づき、今後も社会インフラ強靭化の一翼を担い、環境負荷を低減

させる技術と商品群を提供することで社会貢献するとともに、当社グループのシナ

ジーを発揮し更なる成長を実現することが、当社の企業価値を向上させ、ひいては

株主の方をはじめとした当社を取り巻くすべての方々にとっての利益を最大化する

ことにつながると考えております。 

3) コーポレートガバナンスの強化

当社は 2015 年 12 月に、株主のみなさまをはじめとする様々なステークホルダー

との信頼関係を維持・発展させるとともに、当社の持続的な成長と、中長期的な企

業価値の向上を実現するために、「コーポレートガバナンス基本方針」を制定、2021

年 6 月に本基本方針を改訂いたしました。 

この基本方針に従い、上述の経営理念、及び行動理念のもと、株主が有する権利

が十分に確保され平等性が保たれるよう、関連規程の整備を行うとともに、株主以

外のステークホルダー、すなわち従業員、お客さま、取引先、社会・地域のみなさ

まと良好かつ円滑な関係の維持に努めるよう取り組んでおります。 

また、取締役及び取締役会、監査役及び監査役会の責務と役割を明確に定めると

ともに、取締役及び監査役候補者の指名方針、手続きを定め、特に独立社外取締役・

独立社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所の独立性基準に加えて当社独

自の基準を満たす者を候補者としております。さらに取締役・監査役に対しては、

その役割・責務を適切に果たせるよう、就任時及びその後も必要に応じ、トレーニ

ングの機会を提供しております。2018 年 8 月に独立社外取締役を委員長とした独立

社外役員が過半数を占める指名諮問委員会（現：指名委員会）を設置し、取締役の

選解任などを取締役会が諮問する体制を整備いたしました。また、取締役の報酬に

ついては、2017 年 3 月に取締役会議長を委員長（現在は独立社外取締役が委員長）

とし、独立社外役員が過半数を占める報酬諮問委員会（現：報酬委員会）での審議

を行い、業績連動報酬や、信託を利用した自社株付与制度も加えるなど、中長期的

な業績向上意欲と株主価値の増大への貢献意識を高めるようにしております。

当社は、以上のような取組みによりコーポレートガバナンスの強化を図ることが、

当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるものと考えておりま

す。 

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配され

ることを防止するための取組みの内容
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当社は、上記①の「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関す

る基本方針」に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配

されることを防止するための取組みとして、2025 年 6 月 27 日開催の第 94 回定時株主

総会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）（以下「本

プラン」といいます。）を継続することを決議いたしました。 

本プランは、当社株券等の 20%以上を買収しようとする者が現れた際に、買収者に事

前の情報提供を求める等、上記の目的を実現するために必要な手続を定めております。 

買収者は、本プランに係る手続に従い、当社取締役会又は当社株主総会において本

プランを発動しない旨が決定された場合に、当該決定時以降に限り当社株券等の大量

買付を行うことができるものとされています。 

買収者が本プランに定められた手続に従わない場合や当社株券等の大量買付が当社

の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれがある場合等で、本プラン所定

の発動要件を満たす場合には、当社は、買収者等による権利行使は原則として認めら

れないとの行使条件及び当社が買収者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権

を取得できる旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の当社を除く全ての株

主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。本プランに従って新株

予約権の無償割当てがなされ、その行使又は当社による取得に伴って買収者以外の株

主のみなさまに当社株式が交付された場合には、買収者の有する当社の議決権割合は、

最大 50%まで希釈化される可能性があります。 

当社は、本プランに従った新株予約権の無償割当ての実施、不実施又は取得等の判

断については、取締役の恣意的判断を排するため、当社経営陣から独立した社外取締

役等のみから構成される独立委員会を設置し、その客観的な判断を経るものとしてお

ります。また、当社取締役会は、これに加えて、本プランに従い新株予約権の無償割

当てを実施する場合には、原則として、株主総会を開催し、新株予約権の無償割当て

の実施に関する株主のみなさまの意思を確認することといたします。 

こうした手続の過程については、適宜株主のみなさまに対して情報開示がなされ、

その透明性を確保することとしております。 

  

④ 上記②及び③の取組みについての当社取締役会の判断及びその理由 

上記②の取組みは当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるた

めの具体的施策として策定されたものであり、基本方針に沿うものであります。また、

上記③の取組みは以下の理由により基本方針に沿うものであり、当社の株主の共同の

利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではあり

ません。 

 

(a)企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上 

本プランは、基本方針に基づき、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該

買付等に応じるべきか否かを株主のみなさまが判断し、あるいは当社取締役会が代替

案を提案するために必要な情報や時間を確保し、株主のみなさまのために買付者等と

交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益

を確保することを目的として継続されるものです。 

 

(b)買収防衛策（買収への対応方針）に関する指針等の要件の充足 

本プランは、経済産業省及び法務省が 2005 年 5 月 27 日に発表した企業価値ひい      

     ては株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原     

則（（ア）企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上の原則、（イ）事前開示・

株主意思の原則、（ウ）必要性・相当性の原則）を全て充足しています。 

また、経済産業省に設置された企業価値研究会が 2008 年 6 月 30 日に発表した報   

     告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策のあり方」の内容も踏まえて運用

することが可能なものとなっております。 

      さらに、経済産業省が 2023 年 8 月 31 日に発表した「企業買収における行動指針
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―企業価値の向上と株主利益の確保に向けて―」を勘案した内容となっております。 

 

(c)株主意思の重視 

本プランは、株主のみなさまの意思を反映させるため、2025 年 6 月 27 日開催の第

94 回定時株主総会において、当社定款第 16 条の規定に基づく当社取締役会への委任

に関する議案が株主のみなさまに承認され、継続いたしました。 

さらに、当社取締役会は、本プランで定めるとおり、一定の場合には株主総会にお

いて本新株予約権無償割当て決議を行うことができることとしております。 

加えて、本プランには、有効期間を約３年間とするいわゆるサンセット条項が付さ

れており、かつ、その有効期間の満了前であっても、当社株主総会において当社取締

役会への上記委任を撤回する旨又は本プランを廃止する旨の決議が行われた場合に

は、本プランはその時点で廃止されることになります。その意味で、本プランの消長

には、株主のみなさまのご意向が反映されることとなっております。 

 

(d)独立性のある社外取締役等の判断の重視及び第三者専門家の意見の取得 

本プランの発動に際しては、独立性のある社外取締役等のみから構成される独立委

員会による勧告を必ず経ることとされています。 

さらに、独立委員会は、当社の費用において独立した第三者専門家等の助言を受け

ることができるものとされており、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強

く担保される仕組みとなっております。 

 

(e)合理的な客観的要件の設定 

本プランは、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定され

ており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているも

のといえます。 

 

(f)デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと 

本プランは、当社株券等を大量に買い付けた者の指名に基づき当社の株主総会にお

いて選任された取締役で構成される取締役会により廃止することが可能であるため、

デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を

阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社においては取締役の任期は１

年であり、期差任期制は採用されていないため、本プランは、スローハンド型買収防

衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止す

るのに時間を要する買収防衛策）でもありません。 

 

 

（４）剰余金の配当等の決定に関する基本方針 

当社は、経営基盤を強化し企業価値向上を図るとともに、株主への利益還元を重要な経

営方針のひとつとして位置付けております。 

剰余金の配当につきましては、業績の許す限り安定した配当を実施し、適切な還元を行

うことを基本としておりますが、一方、研究開発、生産設備の更新等、企業基盤の整備も

長期的な株主利益に適うと考えており、適切な内部留保の確保にも努めております。 

上記観点から、剰余金の配当は、連結の期間業績を考慮するとともに、収益動向や今後

の事業展開および財務体質の維持・強化ならびに 40％以上の配当性向方針等を総合的に勘

案して決定することにしております。なお、第２四半期末の剰余金の配当は、中間期業績

および年度業績見通し等を踏まえて判断することとしております。 

この配当方針に基づきつつ、株主還元強化や中間期時点の通期見通しを勘案し当第 2 四

半期末の中間配当として 1 株につき 4 円の配当を実施いたしました。当期末の配当につき

ましては、想定と比べて業績は厳しい状況でありましたが、今後の事業環境見通し等を総

合的に勘案した結果、1株につき 4円とし、期初想定通りの年間 8 円といたしました。 
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（注）本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 
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２０２５年４月 １日から 

２０２６年３月３１日まで 

NC マネジメントサービス株式会社

別紙３
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事 業 報 告 

 

 

１．事業の概況 

（１）事業の経過および成果 

  当期の業績につきましては、土地建物の賃貸売上高は前期比 7,507,000 円減の

6,880,330円となりました。損益面においては、借入金利息の負担や高砂工場休止に伴う

営業外費用の計上等により、22,330,269円の経常損失（前期は 9,526,828円の経常損失）、

22,400,269 円の当期純損失（前期は 9,596,828円の純損失）となりました。 

部門別売上高                             （単位：円） 

部  門 金  額 前期比 構成比 

西 日 本 地 区 4,046,600 35.1％ 58.8％ 

九 州 地 区 2,833,730 99.2％ 41.2％ 

そ の 他 0 － － 

合 計 6,880,330 47.8％ 100.0％ 

 

（２）対処すべき課題 

  日本コンクリート工業株式会社が平成２３年５月より電子記録債権制度を導入したこ

とにより、当社はファクタリング事業から撤退しました。 

  このような状況に対し、当社は、土地、建物の適正な賃料収入と、コスト削減に努め、

収益の確保を図ってまいります。 

 

（３）資金調達の状況 

  当期において、CMS 資金として 82,100,000 円を日本コンクリート工業株式会社から借

入れた結果、期末借入金残高は 1,205,810,000円となりました。 

 

（４）営業成績及び財産の状況の推移                   （単位：円） 

区  分 

第 24 期 

(2022.4.1～ 

2023.3.31） 

第 25 期 

(2023.4.1～ 

2024.3.31） 

第 26 期 

(2024.4.1～ 

2025.3.31） 

第 27 期 

(2025.4.1～ 

2026.3.31） 

売 上 高 15,011,330 15,155,330 14,387,330 6,880,330 

経 常 利 益 ( △ は 損 失 ) △8,841,140 △8,543,046 △9,526,828 △22,330,269 

当 期 純 利 益 (△ は 損 失 ) △8,911,140 △8,613,046 △9,596,828 △22,400,269 

1 株 当 り 当 期 純 利 益 (△ は 損 失 ) △445 △430 △479 △1,120 

総 資 産 1,300,674,690 1,304,190,644 1,301,418,916 1,298,984,669 
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２．会社の概況（２０２６年３月３１日 現在） 

（１）主要な事業内容 

主要営業品目 

不動産及び動産（消耗品を除く）の管理ならびに賃貸 

 

（２）主要な営業所 

名  称 所 在 地 

本店 東京都港区芝浦四丁目６番１４号 

 

（３）従業員の状況                          （単位：人） 

従 業 員 数 前 期 比 増 減 平 均 年 齢 平均勤続年数 

男性 0 0 － － 

女性 0 0 － － 

合計 0 0 － － 

 

（４）主要な借入先                  （単位：円） 

借入先 借入金額 

日本コンクリート工業株式会社 1,205,810,000 

 

（５）株式の状況 

① 発行可能株式総数 ２８，８００株 

② 発行済株式総数  ２０，０００株 

③ 株主数    １名 

④ 大株主 

株主名 
当社への出資状況 当社の大株主への出資状況 

持株数 持株比率 持株数 持株比率 

日本コンクリート工業株式会社 20,000 株 100.00％ － － 
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（６）取締役および監査役

役  名 氏  名 重要な兼職の状況 

代表取締役社長 椙 田 宜 彦 
日本コンクリート工業株式会社 

取締役常務執行役員 

取 締 役 大 坪 祐 介 
日本コンクリート工業株式会社 

社長室長 

取 締 役 大 野   豊 
日本コンクリート工業株式会社 

執行役員人事室長 

監 査 役 菅 原   修 
日本コンクリート工業株式会社 

常任監査役 

(注 1) 2026年 4月 1日開催の臨時株主総会において、代表取締役社長 小寺 満が

新たに選任され、就任いたしました。 

(注 2) 代表取締役社長 椙田 宜彦は、2026年 4月 1日に辞任いたしました。 
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貸 借 対 照 表 

（2026 年 3 月 31 日 現在）

（単位：円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科    目 金   額 科    目 金  額 

流 動 資 産 1,322,288 流   動   負   債 1,205,898,480 

現 金 及 び 預 金 845,944 短 期 借 入 金 1,205,810,000 

 前 払 費 用 388,457 一年内返済の長期借入金 0 

 未収入金・その他 87,887 未 払 消 費 税 0 

  未 払 費 用 18,480 

  未 払 法 人 税 等 70,000 

固 定 資 産 1,297,662,381 固 定 負 債 0 

有 形 固 定 資 産 1,297,662,381 長 期 借 入 金 0 

  建 物 15,596,481 

  土 地 1,282,065,900 負 債 合 計 1,205,898,480 

投資その他の資産 0 純  資  産  の  部 

  長 期 前 払 費 用 0 株 主 資 本 93,086,189 

資 本 金 10,000,000 

利 益 剰 余 金 83,086,189 

  繰 越 利 益 剰 余 金 83,086,189 

純 資 産 合 計 93,086,189 

資 産 合 計 1,298,984,669 負 債 純 資 産 合 計 1,298,984,669 
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損 益 計 算 書 

（2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで）

（単位：円） 

科 目 金    額 

売 上 高 6,880,330 

売 上 原 価 6,239,328 

売 上 総 利 益 641,002 

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 631,467 

 営 業 利 益 9,535 

営 業 外 収 益 

受 取 利 息 1,894 

 そ の 他 102 1,996 

営 業 外 費 用 

 支 払 利 息 16,151,123 

 そ の 他 6,190,677 22,341,800 

 経 常 損 失 22,330,269 

特 別 利 益 - 

特 別 損 失 - 

税 引 前 当 期 純 損 失 22,330,269 

法人税・住民税及び事業税 70,000 

法 人 税 等 調 整 額 - 

当 期 純 損 失 22,400,269 
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株主資本等変動計算書 

(2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで)

(単位：円) 

株  主  資  本 

純資産 

合計 資本金 
資本 

剰余金 

利益剰余金 株主資本 

合計 利益準備金 その他利益剰余金 

2025 年 4 月 1 日残高 10,000,000 － － 105,486,458 115,486,458 115,486,458 

事業年度中の変動額 － － － － － － 

剰 余 金 の 配 当 － － － － － － 

当 期 純 損 失 － － － 22,400,269 22,400,269 22,400,269 

事業年度中の変動額合計 － － － △22,400,269 △22,400,269 △22,400,269

2026 年 3 月 31 日残高 10,000,000 － － 83,086,189 93,086,189 93,086,189 
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個 別 注 記 表 

１．重要な会計方針 

１）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産  定額法 

２．1株当たり情報に関する注記 

（１）1株当たり純資産額 4,654円 30銭 

（２）1株当たり当期純損失  1,120円 01銭 

３．株主資本等変動計算書に関する注記 

（１）当事業年度末における発行済株式の数

普通株式 20,000株






